
この確認書は、支給要件に該当するかを判定するために、①世帯や課
税の状況、受給の意思等について確認し、②税制上の扶養関係や所得
の申告状況について誓約いただくものです。
お届けした確認書は、世帯主が世帯を代表して確認し、記入すること
を前提としている点にご注意ください。
確認書を記入する際には、ご家族とよく確認し合ってください。

はじめに

確認書の記入のご案内
（確認書記入の５つの手順）

手順１

確認書の宛名と提出期日の確認

手順１

手順２

手順３

手順４

手順５

確認書の宛名と提出期日の確認

金融機関口座の確認

確認内容（世帯主の方による誓約）

辞退・氏名・確認日・連絡先

金融機関口座の指定
（※手順２で確認した口座以外を指定する場合）

住民税非課税世帯生活支援給付金（１世帯３万円）
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確認書は、記載された提出期日までに
提出してください。
期日を過ぎた場合は、給付金の受取りを

辞退したものとして取り扱います。

この確認書は、令和6年12月13日現在の

世帯主の方に確認いただくためにお届けしたものです。



手順２

金融機関口座の確認

確認書表面の「支給予定」の欄の「支給口座」の記載を確認してください。

金融機関口座が記載されている場合

給付金を受け取る口座でよいか確認してください。

解約等の理由によって、別の口座を指定する場合には、別途手続きが必要です。

金融機関口座が記載されていない場合

給付金の受取口座を指定する必要があります。

詳しくは手順５へ
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手順３

確認内容（世帯主の方による誓約）

この確認書は、あらかじめ市が令和６年度の住民税の課税内容を調査した結果、

給付金の支給対象になると思われる世帯の世帯主に対して送付しています。

市が事前に実施した調査では、世帯状況の全てを把握できないため、それぞれ

の世帯の状況について、世帯の代表者が確認する必要があります。

税制上の扶養関係や所得の申告状況等については、この確認書の記入によって

誓約する必要があります。

確認内容が誤っていた場合、支給した給付金の返還を求めることがあります。
意図的に虚偽の確認をした場合には、不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。！

詳しくは手順５へ

全ての確認内容（①~⑤）を

世帯の代表者が確認してください。



大府市又は他の自治体から、令和６年度の課税情報に基づく住民税非課税
世帯を対象とした給付金（３万円）を受け取っていません。
（すでにこの給付金を受給した世帯又は受給した世帯の世帯主を含む世帯で
はありません。）

確認内容①□
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確認内容① 給付金の給付状況

• この給付金（３万円）は、１世帯に対して１度のみ給付されるものです。

• すでに大府市や他の市区町村で給付金を受け取っている場合には、新たに支

給されることはありません。

• すでに世帯の中に、給付金を受け取っている方がいないか、家族で確認し

合ってください。

確認内容② 扶養の状況

• この給付金は、非課税世帯に対して給付されるものです。

• この制度における非課税世帯とは、次の（1）~（3）の全てを満たす世帯です。

（１）基準日（令和6年12月13日）において大府市に住民登録がある世帯であること。
（２）世帯に属する全ての世帯員が令和６年度の住民税が非課税であること。
（３）住民税が課税されている親族等に扶養されている被扶養者のみで構成される世帯でないこと。

親（課税）に扶養されている一人暮らし大学生（非課税）の単身世帯
離れて暮らす子（課税）に扶養されている年金暮らしの両親（ともに非課税）の世帯
単身赴任中（国内）の夫（課税）から扶養されている妻子（ともに非課税）の世帯

※世帯の中に、課税されている方からの扶養を受けている方がいたとしても、それが全員で
なければ（課税されている方からの扶養を受けていない方が一人でもいれば）、支給対象
となります。

「住民税が課税されている親族等に扶養されている被扶養者のみで構成される世帯」の例

Ａ Ｂ
非課税 非課税Ｃ

課税

扶養

扶養

Ａ・Ｂともに子（Ｃ：課税）
の扶養を受ける場合

Ａのみが子（Ｃ：課税）の
扶養を受ける場合

Ａ Ｂ
非課税 非課税

Ａが子（Ｃ：課税）、Ｂが子
（Ｄ：非課税）の扶養を受け
る場合

Ｄ
非課税

Ｃ
課税

扶養
Ａ Ｂ

非課税 非課税
Ｃ
課税

扶養 扶養

対象外 対象 対象

世帯主（Ａ）と配偶者（Ｂ）の二人世帯（ともに非課税）の場合
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一緒に住んでいる親族（配偶者や親、きょうだい、子など）
離れて暮らしている親族（配偶者や親、きょうだい、子など）

あなたやあなたの世帯の方が、他の親族等の税法上の扶養親族等に該当していないか。
世帯の全員が扶養を受けている場合、扶養する方に令和６年度の住民税が課税されているか。

（世帯の全員が扶養親族等に該当する場合で、扶養する方に令和６年度の住民税が課税されている
場合には、「確認内容②」をチェックいただけません。）

確認のポイント

確認する相手

確認する内容

※この制度での扶養とは、税法上（令和６年度＝令和５年中の所得で計算）の扶養控除等を指し

ます（健康保険の扶養とは異なります。）。

※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養

親族（16歳未満の者を含む。）のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含

まれます。

※あなたやあなたの世帯の方が、扶養されているかどうかは、あなたやあなたの世帯の方の親族

が、所得税確定申告や、勤務先での年末調整、受給中の公的年金の扶養親族等の申告でどのよ

うに届け出したかによって異なります。

※大府市で把握可能な住民税の課税内容であっても、個人情報保護の観点から電話での問合せに

は、お答えできません。

• ご家族とよく話し合って、税法上の扶養関係について確認してください。

世帯の全員が、令和６年度の住民税を課税されている他の親族等の扶養を
受けていません。
（住民税が課税されている者の扶養親族等のみから構成される世帯ではあ
りません。）

確認内容②□

確認内容③ 所得の申告状況

• この給付金は、令和６年度の住民税の課税状況によって、給付対象を判断す

るものです。

• 令和５年中の所得が正しく申告されていない場合は、給付対象であるかどう

かが適切に判断されないことがあります。

• 世帯の中に、課税される所得があるのに、申告を済ませていない方がいない

かご家族で確認し合ってください。
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世帯の中に、令和６年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告で
ある者はいません。確認内容③□

一緒に住んでいる親族（配偶者や親、きょうだい、子など）

あなたやあなたの世帯の方に、令和５年中に課税される所得（給与、事業、不動産、公的年金
（障害年金や遺族年金などの非課税のものを除く。）など）があるにも関わらず、未申告の方が
いないか。
（課税所得があるのに未申告の方がいる場合は、「確認内容③」をチェックいただけません。）

確認のポイント

確認する相手

確認する内容

※所得の申告は、所得税確定申告のほか、住民税申告、勤務先を通じた年末調整、受給中の公的

年金の扶養親族等の申告等の手続によって行われます。

※令和６年度の住民税は、令和５年中の所得や生活状況について申告することで、令和６年１月

１日にお住まいの市区町村において課税計算されます。

※大府市で把握可能な住民税の課税内容であっても、個人情報保護の観点から電話での問合せに

は、お答えできません。

• ご家族とよく話し合って、所得未申告の方がいないか確認してください。

確認内容④ 租税条約の届出状況

• 租税条約に基づいて国内での住民税の課税を免除する届け出を行った方は、給

付金の対象となりません。

• 世帯の中に、住民税の租税条約に関する届出書を提出した方がいないか、家族

で確認し合ってください。

世帯の中に、住民税の租税条約に関する届出書を提出している者はいま
せん。確認内容④□

※租税条約は、所得税や地方税の国際間での二重課税や租税回避の防止等のために日本と相手国との
間で特別な取決めを条約として定めたものです。

※租税条約に関する届出は、勤務先を通じて税務署・市区町村に毎年提出することとされています。

●世帯の全員が海外での所得に心当たりがない場合には、「確認内容④」を
チェックしていただいて差支えありません。

●海外からの研修生や実習生の場合には、勤務先への確認が必要です。



手順４
辞退・氏名・確認日・連絡先
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誰が、いつ、世帯を代表して確認をしたか、明記する必要があります。

世帯主本人による確認を原則としています。

（単に代筆するだけの場合には、世帯主本人の氏名で手続きしてください。）

世帯主の方が入院や施設入所のほか、心身の状況によって本人による確認が困難な
場合には、代理人による確認も可能です。

対象世帯の世帯員
法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人）
親族やその他、日頃から世帯主の方の身の回りの世話をしている方

裏面の委任状【代理確認・受領を行う場合の記入欄】を記入してください。
委任する方（世帯主）の自署又は記名押印が必要です。

世帯主本人と代理人（委任される方）双方の本人確認書類の写しが必要です。
給付金の受領を代理される場合は、口座情報が分かるもの（通帳やキャッシュカードの写
し）を添えてください。
成年後見人、保佐人又は補助人が代理申請を行う場合、世帯主との関係を示すものとして、
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書、代理権目録の写しも必要です。

代理人によるお手続き

代理手続可能な方

代理手続きの方法

確認内容⑤ 支給金額とこどもの人数

上の「支給予定」欄に記載された「支給金額」及び「こどもの人数」に
誤りはありません。確認内容⑤□

30,000円支給金額
（世帯当たり）

20,000円こども加算
（こども１人当たり）

３万円にこどもの人数に応じた加算額を
合算した金額が表示されています。

支給金額

基準日（令和６年12月13日）現在の世帯
内の18歳以下のこども（平成18年4月2日
以降に生まれたこども）の人数が表示され
ています。

こどもの人数



手順５

金融機関口座の指定（手順２で確認した口座以外を指定する場合）
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解約等の理由によって、過去に給付した給付金の受取口座とは別の口座を指定す

る場合や、市が口座を把握できていない場合は、この給付金を受け取る金融機関

口座を指定する必要があります。

給付金を受給しない場合には、□欄に×印を記入してください。

世帯の代表者として世帯主本人が確認し、記入する欄です。
※代理人が確認する場合には、裏面の記入と書類添付が必要です。
※世帯主の意思に基づいて、ご家族が単に代筆作業されるだけの場合には、
世帯主の方の氏名を記入してください。

日中、連絡がとりやすい
連絡先を記入してください。

世帯主名義の金融機関口座を指定してください。
●裏面に通帳やキャッシュカードのコピーを貼付してください。
●裏面に口座名義人の本人確認書類を貼付してください。

ゆうちょ銀行の場合で、振込用の「店名・預金種目・口座番号（７桁）が分からない場合には、
下の欄に記号・番号（８桁）を記入してください。



おわりに
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記入が終わった確認書に記入の漏れや不備がないか見直ししてください。

必要な書類の添付が漏れていないか確認してください。

完成した確認書は、同封の返信用封筒を利用するなどして郵便ポストに

投函してください。

見直しのポイント① 確認内容①~⑤

辞退・氏名・確認日・連絡先見直しのポイント②

裏面の記入・書類の添付見直しのポイント④

受取口座を別途指定した場合や、代理人が手続きをする場合には、裏面をよく読んで、

必要事項の記入や、必要書類の添付をお願いします。

金融機関口座の確認見直しのポイント③

金融機関口座は、記載されていますか。
詳細は、手順２を確認してください。

全ての項目に記入がありますか。
詳細は、手順４を確認してください。

全ての項目に✓印がありますか。

詳細は、手順３を確認してください。


